
○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
号

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

六
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
四
号
（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
係
る
国
家
公
安

委
員
会
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

河
野

太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。


